
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ミャンマー支援のため、各介護施設から多くの募金が寄せられ、
総額 57,261 円となりました。この大切な募金はユニセフへ寄付
致しました。皆さまの温かいご協力に心より感謝申し上げます。 

大北大士郎が担当させて頂きます。 

プロフィール 

岡山市出身。しし座。 AB 型。 

大学卒業後、ミサワホーム㈱入社。 

６年間の勤務を経て、 

親の家業を継ぐ為、 

㈱オオキタ・コーポレーション入社。 

岡山県全域の不動産売買を 

担当しております。 

不動産に関すること、
何でもご相談下さい！ 

TEL：086-264-8831  FAX：086-264-7949 

Email：d_ohkita@ohkita.co.jp 

不動産担当：専務取締役 大北 大士郎 

(

      おすすめ物件       

      今月のチェック       

不動産事業部：令和 7 年６月号 

経営

者の高齢化も課題

介護事業では、訪問介護や施設内の厨房・浴室作業など、高温
環境下での業務が発生しやすく、熱中症リスクが高まります。
不動産業界では、屋外での物件管理や建物の点検業務などが該
当し、特に夏場の作業には注意が必要です。 

      本社日記       

このほかにも物件ございます。詳しくは、弊社ホーム 
ページ又はいつでもお電話をお待ちしております！

【

（５０．９９坪）

・市街化区域 
・建ぺい率 60％ 
・容積率 200％ 
・南輝小学校区（約780ｍ） 
 福南中学校区（約480ｍ） 
・建築条件はありません。 
・現況古家あり、売主様にて解体更地渡し。

「水」と「健康」を考えるランチタイム  
先日、本社で日本トリム様の整水器のデモ
ンストレーションが開催されました。整水器
で作られたお弁当をいただきながら、水の
安全性や健康への影響について学び、浄
水技術の重要性を再認識しました。参加者
にはお水と消毒スプレーも配られ、衛生面
への配慮が徹底された素晴らしいイベント
でした。また、本社のメンバー全員が、一緒
に社内でランチをする機会は、大変珍しく、
新鮮で貴重な時間となりました。 

企業が講じるべき対策

企業の熱中症対策の義務化（2025 年 6 月施行）

この改正により、これまで努力義務とされていた対策が、罰
則付きの義務となり、特に暑熱環境下での作業を行う職場で
は、厳格な対応が求められます。企業は従業員の安全確保を
最優先とし、適切な対策を講じることが求められます。 

1. 職場環境の整備 
o 暑さ指数（WBGT：湿球黒球温度）を測定し、

適切な作業環境を確保 
o 冷房設備や休憩スペースの設置 
o 作業時間の短縮や適切な休憩の確保 

2. 従業員の健康管理 
o 熱中症の初期症状を把握し、報告体制を整備 
o 高齢者や持病を持つ従業員への特別対応 

3. 緊急時の対応策 

o 熱中症発症時の応急処置マニュアルの整備 

o 緊急搬送先の確認と迅速な対応 

2025年6月1日より、厚生労働省の改正労働安全衛生規則が施行
され、企業における熱中症対策が義務化されます。主な内容は、
「熱中症の早期発見体制の整備」「対応手順の作成」「従業員への
周知」です。義務の対象となるのは暑さ指数28度以上または気温
31度以上の環境で、連続して1時間以上または1日に4時間を超
えて実施が見込まれる作業で、違反すると罰則の可能性があります。 

介護・不動産業界における影響…

↑上記の際、すぐに周囲の人や現場監理者に申し出る↑ 

温かい支援がミャンマーへ…

[厚生労働省 HP、契約ウォッチャーHP、アディーレ法律事務所 HP より出典] 

厚生労働省資料より 


